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1. はじめに

　モンゴル国は清朝滅亡時にその版図内にあった地

域のうち、現在独立を維持している唯一の国家であ

る。1911年 10月に勃発した辛亥革命の後、なぜモ

ンゴル国のみが清朝滅亡後に中華民国、そして中華

人民共和国に包含されることなく独立を達成できた

のかという問いは、20世紀におけるアジアの他地

域の歴史と比較して考える上で重要な論点となって

きた。そのため、このような問いに対しては、政治

・外交史の分野における重厚な研究蓄積
1
があり、

筆者もかつて論じたことがある（橘 2011）。

　しかしながら、新国家の運営を支える財政はどの

ようなものであったのかという基本的な問題につ

いては、ロシア人研究者 I.M.マイスキー（И.М. 

Майский）の著書 Современная Монголия（『現代モ

ンゴル』）
2
において挙げられた統計などに基づく概

説的な分析
3
、あるいは極端にミクロ的な分析しか

行われてこなかったのが現状である。確かにマイス

キーは具体的な数字を挙げ、関税収入がロシアから

の借款を除いた国家歳入の 70％から 80％を占めて

いたことを示している（Maйский 1921: 282-283）が、

その統計が他の史資料により検証されたことはなか

った。モンゴル国所蔵の史料としては、初代モンゴ

ル国総理大臣ナムナンスレンにより認可された 1916

年の収支予算
4
が知られているが、モンゴル国の財

政に関する系統的な史資料は管見の限りこれまで紹

介されていない
5
。

　国内産業が十分に発展していなかった当時のモン

ゴル国において、関税は保護関税ではなく、当然に

して財政関税であった
6
。それにもかかわらず、国

境を接した帝政ロシア臣民は無関税特権を与えられ

ていたため、関税を納付するのは基本的にもう一つ

の隣国である中国の商人と、国内関税を課されたモ

ンゴル人のみであった。さらに、中国商人が無関税

特権を有するロシア人から名義を借りた税逃れの問

題などが頻発し、関税の徴収は難航していた（橘

2020）。そこで、モンゴル国はいかにして歳入の大

半を占めていた関税を確保していたのであろうか、

その額は実際にはどれほどであったのであろうか、

そしてモンゴル国の財政の実態はどのようなもので

あったのだろうか、という疑問が生まれてくる。

　本稿の目的は、まずモンゴル国の档案史料に基づ

き、これまでモンゴル国の国家財政を考察する基本

資料となっていたマイスキーの統計を検証し、その

上でモンゴル国における実際の関税収入額について

分析する。モンゴル国における関税の解明は、モン

ゴル国の財政を考える上で必要不可欠であり、なぜ

モンゴル国が独立を達成できたのか、という問いに

対する政治的・外交的要因とは異なる新たな答えを

示すことにつながると考えている。

2. モンゴル国の関税制度

　モンゴル国における関税制度については、すでに

整理したことがある
7
が、行論上重要であるため以

下に簡単にまとめておきたい。

　まず、清代のモンゴルにおいては、帝政ロシアと

清朝が 1862年に締結した陸路通商章呈により、露

清国境 100里（50ヴェルスタ）以内の無関税貿易が

合意され、ロシア臣民は清朝官憲所在のモンゴル各

地（フレー、オリヤスタイ、ホブド）での無関税貿
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易が認められていた。その後、1911年 12月 1日の

独立宣言後の 1912年 7月 1日に、モンゴル国で最

初の関税規則が発布された。この規則では、すべて

商人は輸入・輸出ともに 5％（酒類は 10％）の関税

を支払うことが記されており、ロシア臣民も課税対

象となった。しかしながら、1912年 11月 3日に締

結された露蒙協定の付属議定書第 2条により、新生

モンゴル国の後ろ盾となっていた帝政ロシアの臣民

は、あらゆる交易における無関税特権を再び認めら

れることになった。

　独立宣言後も無税であったモンゴル人の交易につ

いては、1913年 6月 28日のボグド・ハーンの勅令

により国内関税が課せられるようになった。これは

家畜の種類や年齢によって定額の税を課すというも

のであったが、この税が導入された背景には、無税

であるモンゴル人を利用した中国商人による税逃れ

の事案の頻発があった。すなわち、ほとんど唯一の

関税負担者である中国商人から徴収する関税の取り

こぼしを防ぐためにも、モンゴル人への国内関税が

必要とされたのであった。

　このように、1910年代初頭のモンゴル国において

は、中国商人、モンゴル人の交易には関税が課せら

れ、ロシア臣民は無関税の特権が与えられていたこ

とになる
8
。ところが、王公やロシア臣民を処罰す

る規定の欠如から、中国商人との共謀が図られる案

件が現れたため、彼らに対する罰則規定が盛り込ま

れるなどの税規則の改定が行われていった。また、

ロシア臣民が中国商品を中蒙国境から運び込んだ場

合の扱いなどが議論され、最終的に、いかなる商品

であれ、ロシア臣民が露蒙国境から商品を運び込ん

だ場合にのみ無関税であること、すなわち、中蒙国

境経由の交易は課税対象であることなどが確認され

た。

　その後、モンゴル国の政治的ステータスを協議す

るためにロシア、中国、モンゴル間で開催されたキ

ャフタ会議において、「外モンゴル」に対する宗主

権を有することが同意された中国は、「外モンゴル」

におけるロシア臣民と同等の無関税の特権を中国商

人に付与することを求めたが、これはロシア、モン

ゴルの反対に遭い拒否された。ロシアは「外モンゴ

ル」が中国領の一部であるとの中国の主張を逆手に

とり、「外モンゴル」において導入される関税は、

国境関税ではなく釐金
9
のようなものであるとした。

また、モンゴル側も釐金の徴収は清代に始められた

ものであり、モンゴル政府はそれを継承しただけで

あるとの見解を述べた。中国領土内では釐金が徴収

されていたため、「外モンゴル」が中国領の一部で

あると主張する中国はこれらの見解に反論できなか

った。釐金の徴収を認めなければ、「外モンゴル」

は中国の領土とは別の地域と見なされる恐れがあっ

たからである。最終的に、「関税」とは呼ばずに「内

地商税」という名目で中国商人が税を負担すること

で妥結した。

　1915年 6月 7日に締結されたキャフタ協定第 12

条は、

中国商人が貨物を自治外モンゴルに搬入する場

合には、いかなる種類の商品であろうと関税を

課されることはない。ただし、中国商人は、自

治外モンゴルにおいて制定され、今後制定さ

れる内地商税を外モンゴル人同様に納付する

（Батсайхан (ed.) 2013: 408）。

と定めている。しかしながら、モンゴル人に対して

課せられていた国内関税を中国商人に適用する場

合、家畜価格が変動しても定額課税であるために税

収が安定しない恐れがあった。そこで、後述するよ

うに、モンゴル人への課税を中国商人に対するもの

と同様に一律 5％に変更することになるのである

（Монгол Улсын Үндэсний Төв Архив. 以下 МУҮТА

と略。ФA8-Д1-ХН673-2）。すなわち、中国商人の負

担する内地商税なるものは、実質的にはキャフタ協

定以前と何も変わらなかったのである。モンゴル国

の史料においても、モンゴル人、中国商人から徴収

した税は一律に「関税」として計上されている。

3. I.M. マイスキーと『現代モンゴル』について

　ソ連の著名な外交官にして科学アカデミー正会員

であった I.M. マイスキーは、1884年、ヴォログダ

州キリロフに生まれた
10
。ポーランド系ユダヤ人の

父は医者であり、家の本棚はシェイクスピアをはじ

めとするイギリス文学の書籍で埋められていたとい

う。オムスクでギムナジウムの教育を受け、17歳

でペテルブルク大学に入学した。大学において革命

思想に染まったマイスキーは、ロシア社会民主労働

党に入党した。1905年のロシア第一革命の際に逮捕

され、トボリスクに流刑され、その後、1908年にド
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イツに亡命し、ミュンヘン大学において経済学の修

士号を取得、1913年からロシア 2月革命までをイギ

リスのロンドンで過ごした。イギリス滞在中、将来

のソ連外務人民委員 G.V.チチェーリン（Г. В. 

Чичерин）やM.M.リトヴィノフ（М.М. Литвинов）

らの知己を得た。

　ロシア社会民主労働党が分裂すると、マイスキー

はメンシェヴィキに属した。2月革命後は臨時政府

の労働省に勤め、1918年の夏にはサマーラの反ボリ

シェヴィキ政府であるコムーチに加わった。程なく

してコムーチは崩壊するが、それ以降、ロンドンで

知り合ったリトヴィノフと再会して外務省に勤務す

るまでのマイスキーの経歴ははっきりとしない。ジ

ョージ・ケナンは、「興味深く、そしてやや曖昧な

2年のインターバルがあった。そのほとんどの時間、

表面上はロシア協同組合ツェントロソユーズの購買

調査隊のリーダーとしてモンゴルで過ごしたと思わ

れる」（Kennan 1969: 150）と記している。この時の

成果が、後に考察する『現代モンゴル』である。モ

ンゴル滞在中、В старой и новой Монголии（『新旧の

モンゴルにおいて』）の著書として有名な A.V.ブル

ドゥコフ（А.В. Бурдуков）とも親交深めた。

　1922年、マイスキーはロシア外務省出版部長に就

任した。そして、1929年にフィンランド駐在全権代

表、1932年にはイギリス駐在ロシア大使に任命さ

れ、1943年までの 11年間をイギリスで過ごした。

1946年に外務省を退官し、その後は政治・外交史の

研究に従事、大学でも教鞭をとった。スターリンの

死の直前に逮捕されたが、2年後には釈放され、ス

ターリンの大粛清を生き残った。

　このマイスキーが著し、1921年にイルクーツクで

1000部刊行された『現代モンゴル』は、当時のモン

ゴルに関する数多くの貴重な統計を掲載しているこ

とから、これまでも近代モンゴル史研究の最重要参

考文献としてその価値が認められてきた
11
。特に注

目されてきたのが、1918年にモンゴル国が史上初め

て実施した人口・家畜調査の統計である。マイスキ

ーがいかにしてこの統計を入手したのか、その経緯

については詳らかになっていないが、1919年 5月か

ら 1920年 9月に市場調査のためにモンゴルへ派遣

された際に手に入れたものであることは疑いない。

いずれにしても、すでにモンゴル国においてさえ失

われている人口・家畜調査の統計を後世に残した功

績は大きいと言える。

　この統計では、旗ごとの男子の人口を身分ごとに

18歳未満、18歳から 50歳、50歳以上に分けて計上

し、これに僧侶と女子を加えて旗ごとの総人口を算

出している。家畜はウマ、ラクダ、ウシ、ヒツジと

ヤギの 4種の頭数が挙げられている。

　この他、マイスキーの『現代モンゴル』には、中

国商人の取引高やロシア商業に関するキャフタやコ

シ・アガチの税関統計なども挙げられている
12
が、

本稿に密接に関係するのは 1913年から 1918年まで

のモンゴル国中央政府の歳計である（表 1）。通貨

はルーブル（留）と銀両
13
が併記されている場合が

あり、1913/14年度～ 1915/16年度は 1両＝ 1.4ルー

ブル、1916/17年度、1917/18年度は 1両＝ 2ルーブ

ルで換算されている。ただし、会計年度が何月から

何月までかは不明である。

　マイスキー自身の分析するところによれば、1913

年から 1918 年までの各年の歳入は 110 万両

（1914/1915年度）から約 190万両（1913/1914年度）

の間を前後しているものの、1914/15年度以降は予

算上の歳入・歳出は同額であり、1918/19年度は余

剰金が生じているとする（Maйский 1921: 282）。た

だし、経常収入と経常支出のみを見れば、恒常的な

表 1．中央政府の歳計

 1913/1914 1914/1915 1915/1916 1916/1917 1917/1918 1918/1919

歳入総額（留） 2,708,729 1,578,400 2,281,792 2,478,911 3,292,053  

（両） 1,934,806 1,127,439 1,629,851 1,239,455 1,646,027 1,847,297

歳出総額（留） 4,250,880 1,578,400 2,281,792 2,478,911 3,292,053  

（両） 3,036,342 1,127,439 1,629,851 1,239,455 1,646,027 1,471,478

（Maйский 1921: 282をもとに作成）
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赤字であったことは明白である（表 2）。この赤字

を埋めていたのがロシアからの借款ということにな

る。 

　経常収入の内訳をみると、これまで指摘されてき

た通り、およそ 70％から 80％を関税が占めている

ことになるため、モンゴル国の独自財源はほぼ関税

であったとみてよく、本稿が関税のみに着目する所

以である（表 3）。表中の「その他」は、土地・森

林・牧地からの税、鉱山から収入などである。

 

4. モンゴル国財務省史料とマイスキーの統計

　モンゴル国中央政府の収支について、それが財務

省から定期的にボグド・ハーンに上奏されていたこ

とはこれまで知られていなかった。そこで本稿では、

およそ半年に一度、財務省からボグド・ハーンに上

奏され、その後各省庁へ報告されていた 1913年か

ら 1918年までのモンゴル国中央政府の収支に関す

る統計を紹介する。ただし、本稿においては関税収

入に着目するため、支出については総計のみを挙げ、

その詳細な紹介は別の機会に譲ることとしたい。

　上奏される期間については、共戴 5（1915）年以

降は比較的安定しているが、それ以前はおよそ半年

に一度であるもののその期間はまちまちであり、共

戴 3（1913）年は 11カ月分の、共戴 4（1914）年の

前半期は 8カ月分の、そして同年後半期は 4カ月分

の収支が上奏されている（表 4）。そのため、上奏

がいつなされていたのかを推測することは難しく、

収支が報告された上奏を探し出すには財務省の日誌

全てに目を通す必要があった。

　上奏された収支は全て銀両建てによるものであ

り、ロシアからの借款は本来ルーブル建てであった

ものが全て銀両に換算されて計上されている。ただ

し、換算率は、1ルーブルを 0.7両で換算している

場合（例えば共戴 3年は 200,000ルーブルを 140,000

両に換算）と 1両を 1.4ルーブルで換算している場

合（例えば共戴 5年の前半期は 265,000ルーブルを

189,285.72 両に換算）があり、マイスキーが

1913/1914年度から 1915/1916年度まで全て 1両を

1.4ルーブルで換算しているのとは異なっている。

　収支は共戴 4（1914）年の後半期以外は全て黒字

であるが、共戴 3（1913）年から共戴 6（1916）年

まではロシアからの借款がなければ全て赤字にな

る。それでも、共戴 7（1917）年以降は関税収入が

増加し、借款なしでも余剰金が生じている。収支報

告がなされる期間が一定しないために各年度の収入

を算出することは困難であるが、1カ月の平均収入

はおよそ 8万両から 9万両であるため、1年間の平

均収入は 100万両前後になる計算である。

　関税の収入を見ると、共戴 6（1916）年までは収

入総計のおよそ 50％前後を占めているが、ロシア

からの借款を除いた収入総計においてはおよそ 70

％から 80％を占めていたことになり、これはマイ

スキーが述べるパーセンテージと一致している。

　その他の気になる点としては、単純な計算間違い

や記載ミスが散見されるところである。例えば、共

戴 4年 3月 30日（1914年 5月 25日）に上奏された

共戴 3年 4月 1日から同年閏 12月 30日までの収入

 1913/1914 1914/1915 1915/1916 1916/1917 1917/1918

経常収入（留） 673,394 673,394 732,000 1,332,286 1,773,397

経常支出（留） 1,265,204 1,468,924 1,730,364 2,136,911 2,100,383

表 2．経常収入と経常支出

表 3．経常収入の内訳

（Maйский 1921: 282をもとに作成）

（Maйский 1921: 283をもとに作成）

 1913/1914 1914/1915 1915/1916 1916/1917 1917/1918

関税収入（留） 486,720 486,720 586,000 977,000 1,369,000

その他（留） 186,674 186,674 146,000 355,286 404,397

総計（留） 673,394 673,394 732,000 1,332,286 1,773,397
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総計は 717,166.06両、支出総計は 670,992.53両であ

るため、差引 46,173.53両になるはずであるが、収

支報告では 46,541.23両とされており、これがその

まま次期に繰り越されている。この場合、367.7両

が不足することになり、それはどこからか補填され

ていたはずであるが、そのことはどこにも言及され

ていない。また、唯一赤字となった共戴 4（1914）

年後半期は、収入総計が 420,306.11両、支出総計

428,457.92両であるため、差引 -8,151.81両になるは

ずであるが、収支報告では小数点以下が切り捨てら

れ -8,151両と記されている。

　その他、共戴 7（1917）年前半期の支出総計

は 723,243.765両となっているが、収入総計は

641,654.355両で、18,410.59両の余剰金が生じてい

ることから、この支出総計は 623,243.765両の単純

な誤記であろうと思われる。また、共戴 8（1918）

年前半期の収入は極端に少なく、175,240.50両のみ

が計上されるに過ぎない一方、支出はほぼこれまで

通りの 706,643.86両が計上されているため、本来で

あれば -531,403.36両の大幅な赤字になるはずであ

る。それにもかかわらず、差引は 368,596.65両もの

余剰金が生じたことになっているため、これは 100

万（say_a）と記載すべきところ（1075,240.50）を、

10万（bum）と誤記したためと思われる。それでも、

差し引きは 368,596.64両が正しい。この場合は、関

税収入が 97,364.735両というのは少なすぎるため、

ここに何らかの記載ミスがあるのであろう
14
。

　関税について、共戴 5年 4月 6日（1915年 5月

20日）にモンゴル政府税務省がボグド・ハーンに

報告した共戴 4（1914）年 1年間の関税総収入は

667,100数両となっている

（МУҮТА. ФА8-Д1-ХН279-

Х33а-34b）。本稿において

紹介している財務省の収支

報告では、共戴 4年 1年間

の関税収入は前後半期を合

計すると 579,585.03両とな

る。これは、各地の税務局

および各旗から税務省へ、

そして税務省から財務省へ

送金する際、それぞれにお

いて経費として数パーセン

トが差し引かれているため

に数字が合わないのであろう。1912年 5月 31日に

制定された税規則は、第 3条において、「ニースレ

ル・フレー、売買城、キャフタ、オリヤスタイの税

務局において毎月徴収した税を規定の数に従って税

務総局に送り、総局から 10分割し、1分を残して

徴税の用途に支出し、残りの〔10分の〕9分を財務

省に引き渡す」、第 4条において「各旗の印務処に

おいて毎月徴収した税および毎年 2回徴収した牧地

税をすべて 10分割し、1分を税務総局に届けて徴

税の用途に支出し、残りの 9分を再び 10分割し、2

分をその旗の印務処に残し、8分を税務総局に届け、

財務省に引き渡す」と定めている
15
。よって、全モ

ンゴル国内における関税の徴収額は、今回紹介して

いる財務省の上奏に記された額よりは大きいことに

なる。

　ここまで、マイスキーの掲載したモンゴル国中央

政府の歳計とボグド・ハーンに上奏されていたモン

ゴル国財務省の収支報告について紹介してきたが、

以下、財務省の収支報告をもとにマイスキーの統計

を検証してみたい。

　まず、マイスキーの統計における会計年度が何月

から何月までかが不明である上、財務省の収支報告

も会計期間にばらつきがあるため、単純に両者を比

較することは難しい。それでも、おおよその傾向を

つかむことは無意味ではなかろう。試みに、例えば

マイスキー統計の 1913/1914年度収支予算と財務省

報告の共戴 3（1913）年後半期と共戴 4（1914）年

前半期収支を合算して一年間の収支とし、マイスキ

ー統計の年度に合うように整理したものが表 5であ

る。この表において、通貨単位は全て銀両に統一
16

 
1913/1914 1914/1915 1915/1916 1916/1917 1917/1918

（17カ月分）（10カ月分）（12カ月分）（13カ月分）（11カ月分）

関税収入 714,873.28 443,240.63 600,925.36 945,512.67 743,021.745

収入総計（借款なし） 1,072,320.40 575,113.54 759,002.177 1,148,379.335 945,798.01

収入総計（借款込み） 1,288,970.40 880,131.29 1,031,845.367 1,251,879.335 945,798.01

 1913/1914 1914/1915 1915/1916 1916/1917 1917/1918

関税収入 347,657 347,657 418,571 488,500 684,500

収入総計（借款なし） 480,995.57 480,995.57 522,856.71 666,143 886,698.5

収入総計（借款込み） 1,934,806 1,127,428 1,629,851 1,239,455 1,646,026

表 5．モンゴル国財務省報告（上）とマイスキー統計（下）
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し、収入における関税の占める割合が分かるように、

ロシアからの借款を含めた場合と含めなかった場合

の収入総計を挙げている。

　ロシアからの借款を含めたモンゴル国中央政府の

収入総計については、1916/1917年度を除いて全て

マイスキーの統計の数字を下回っている。ただし、

この時の財務省報告は 13カ月分の収入を挙げてい

るため、その分を差し引けばやはりマイスキーの統

計を下回ることになる。すなわち、中央政府の収入

総計の実態は、マイスキーの統計が示すほどには多

くはなかったということになる。

　次に、関税に着目してみると、全ての年度におい

て財務省報告が挙げる関税収入がマイスキーの統計

の数字を上回っている。1913/1914年度、1916/1917

年度がそれぞれ 17カ月、13カ月分の関税収入では

あるが、超過している分を差し引いても、マイスキ

ーの統計の数字を超えそうである。反対に、

1914/1915年度、1917/1918年度はそれぞれ 10カ月、

11カ月分の収入に過ぎないが、これらもマイスキー

の統計の数字を上回っている。

　以上のことは、収入総計に占める関税収入の割合

はマイスキーの統計が示す割合より相対的に高かっ

たことを意味している。すなわち、モンゴル国中央

政府の財政は、これまで考えられていたよりも更に

多くを関税に依存していたことになるのである。た

だし、関税収入が年を経るごとに確実に増加してい

った点、そしてロシアからの借款を含まないモンゴ

ル国の独自財源における関税の割合がおよそ 70％

から 80％であった点などはほぼマイスキーが指摘

する通りである。

5. 関税増収の要因

　表 4の示す通り、モンゴル国における関税収入は、

共戴 6（1916）年前半期を除き増加傾向にあったこ

とが分かる。特に、共戴 7（1917）年はロシアから

の借款なしでも余剰金が生じるまでに関税収入が増

加している。共戴 7（1917）年後半期の関税収入は

共戴 6（1916）年までのそれの 2倍近くになってい

る。なぜモンゴル国の関税収入はここまで急激に増

加したのであろうか。以下に現段階で考えられる 3

つの要因を挙げてみたい。

　1つ目の要因は、1915年 6月 7日に締結されたキ

ャフタ協定（第 12条）後に関税の徴収方法が変更

されたことにあると思われる。すでに引用している

ように、キャフタ協定第 12条は、「中国商人が貨物

を自治外モンゴルに搬入する場合には、いかなる種

類の商品であろうと関税を課されることはない。た

だし、中国商人は、自治外モンゴルにおいて制定さ

れ、今後制定される内地商税を外モンゴル人同様に

納付する」（Батсайхан (ed.) 2013: 408）と定めており、

一見すると、モンゴル国外の唯一の関税負担者であ

った中国商人が無関税になったように読める。しか

し、これでは、中国商人はモンゴル人と同様の家畜

の種類と年齢に応じた定額の内地商税を納めるだけ

となり、税収の減少は免れ得ない。

　この件に関し、キャフタの税務局官吏バルダンツ

ェレンの税務省宛の書簡では、共戴 5年 7月 23日

（1915年 9月 2日）に受け取った税務省からの命令

として、

中国商人とモンゴル人から関税を徴収する規則

を施行している件のうち、モンゴル人には適切

ではない〔ものがある〕ので、繁殖した家畜に

関わる牧地税の他は全て中国人の関税と同様と

し、モンゴル人の交易する家畜、皮、毛など物

品からは全て時価によって 100分の 5分の関税

を徴収するべきである……（МУҮТА. ФA8-Д1-

ХН673-2）。

と記録されている。すなわち、モンゴル人から徴収

する税額を中国人同様の時価 5％に変更することが

通知され、「今後制定される内地商税を外モンゴル

人同様に納付する」というキャフタ協定第 12条に

基づき、中国商人はキャフタ協定以前と同様 5％の

関税を納めなければならなくなったのである。この

ように、モンゴル人に対する税額を変更した背景に

は、「最近、わが国の皮革等の物品の値段が高騰し

ており、もし中国人から徴収する関税をモンゴル人

の関税と同じにすれば、国庫の収入が減少すること

になる」（МУҮТА. ФA8-Д1-ХН673-3）とあるよう

に、従前の家畜ごとの定額の税金では物価変動によ

って税収が安定しないという理由があったのであ

る。

　2つ目の要因は、これもマイスキーが指摘してい

る点であるが、ロシアの財政顧問の働きによるもの

と考えられる。マイスキーが、「それと同時に、関

税と貸付けによる収入が不断に増加しているのがど
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うしても目に付く。おそらく、ここには何よりもロ

シア人顧問の改革活動が影響を及ぼしているのであ

ろう」（Maйский 1921: 283）と記しているように、

モンゴル政府は 1914年 1月に S.A.コージンという

人物を財政顧問とする契約を結んでいる。そもそも、

ロシア人の財政顧問を雇うことは、1914年にモンゴ

ル政府がロシア政府から借り入れた 300万ルーブル

の借款を適切に管理し、モンゴル政府の財政を健全

化させ、遅滞なく返済させるため、ロシア政府にと

っても必要であった。これも先行研究で指摘されて

いるところではあるが、当初、モンゴル政府は

V.L.コトヴィッチを財政顧問として招聘する希望を

示していた
17
。ところが、共戴 3年 7月 7日（1913

年 8月 8日）付の外務省発財務省宛書簡には、フレ

ー駐在ロシア公使の書簡として、

モンゴルの財政を改善することについて、官吏

コトヴィッチを年俸 6000ルーブルによって招

聘することをサインノヨン・ハンが述べた通り

に、2カ月半前に帝国政府に伝達した。コトヴ

ィッチは家庭の事情により首都フレーには来る

ことができないので、わが国政府は長年滞在し

モンゴル語を知る
18
官吏コージンを招聘するこ

とを提案したが、モンゴル政府はこの件はサイ

ンノヨン・ハンがペテルブルクに自ら赴くまで

一時的に拒否すると述べた。だが、わが国政府

はモンゴル国の財政を早急に改善することを

考え、［拒否すること］を認めず、今すぐに派

遣しようと述べた……（МУҮТА. ФA6-Д1-ХН 

594-35）。

と伝えている。さらに、コージンを招聘する件につ

いて、7月 18日（8月 19日）付の外務省発財務省

宛書簡には、「われら諸大臣が協議し、このコトヴ

ィッチの代わりに派遣する官吏とは顔を合わせたこ

とはなく、今迎え入れても色々と不都合があるので、

この官吏コージンを迎え入れることをこの度は拒

否し、後日受け入れると話し合い決議した」

（МУҮТА. ФA6-Д1-ХН594-19）と伝え、コージンの

受け入れを一時的に拒否した。

　この人選については、最終的に、1913年末にペテ

ルブルクを訪問したモンゴル国総理大臣サインノヨ

ン・ハン・ナムナンスレンが、1914年 1月 7日にコ

ージンを財政顧問として招聘する 12カ条の契約書

にサインしたことにより決着した
19
。この契約書に

よれば、財政顧問は予算を作成し（5条）、財政改

善のための法案・規則を起草して閣僚会議に提出す

る（7条）ことなどが任務として与えられていた。

契約期間は 3年間であったが、3年分の給与を支払

えばモンゴル政府から契約期限終了前に解任するこ

とも可能であった（12条）。

　コージンがモンゴルに到着した日付については諸

説あるが、1914年 5月であったことは間違いないよ

うである（Лонжид 2000: 32）。モンゴルに到着する

と、コージンはモンゴルの財政状況を確認し、様々

な提言を行っていった（Цэнджав 2014: 52）。しかし

ながら、共戴 8年 7月 23日（1918年 8月 29日）付

のモンゴル政府の文書には、コージンは契約期間が

満了する前に突如としてロシアに帰国し戻ってこな

い旨が記されている（МУҮТА. ФA6-Д1-ХН1159-2）。

ツェンドジャブによれば、「コージンは〔1916年〕

12月 21日、突如、誰にも告げずにエルフー（イル

クーツク）に向かった」（Цэнджав 2014: 52）として

いる。

　コージンがモンゴルを去った要因の 1つは、ロシ

ア総領事との対立であったようである。これについ

ては、モンゴルにおけるロシアの最高代表者をめぐ

って、外務省の代表である総領事と財務省の代表で

ある財政顧問の間で対立が生じ、モンゴル政府の改

革事業にも弊害をもたらした旨をマイスキーが伝え

ている（Maйский 1921: 280）。結局、コージンがや

り残した仕事は、彼の補佐をしていた P.A.ウィッテ

に引き継がれた。

　そして 3つ目の要因は、2つ目のロシア人顧問の

活動とも関連すると考えられる、税規則の改定であ

る。1916年 10月 15日、全 13条からなる新しい税

規則が制定されている。その第 9条においては、

ロシア人が中国、満洲の国境を越えてモンゴル

に商品を搬入して販売すれば課税するほか、ロ

シア人がモンゴル・ロシア国境から商品を持ち

込めば協定に従い免税とする。彼ら〔ロシア人〕

の商品をモンゴル人、中国人が購入し、自らの

商品として販売すれば課税する（МУҮТА.ФА6-

Д1-ХН213-Н191; Пунцагдаш 2006: 152-154）。

この条文では、ロシア人の免税は露蒙国境に限定さ

れること、そしてロシア人からの転売は課税対象で

あることが明記されている。このような改定がなさ

れた背景には、マイスキーが、「モンゴル政府によ
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って発布された関税規則により、中国人の持ち込む

商品には 5％の税金が課せられ、ロシア商店の商品

は税金を免除されていたため、ロシア商人は当然の

ごとく中国人に自らの名義を売却した」（Maйский 

1921: 208）と述べているように、ロシア人名義を利

用した中国商人の税逃れがかねてから横行してお

り、さらにはロシア人が無税でモンゴルに持ち込ん

だ商品を中国商人が転売するような事件が頻発する

という事情があった。このような税規則の改定がど

こまで効果的であったのかについてはいまだ検討の

余地があるが、改定後の関税収入が急増しているこ

とは間違いない。

6. おわりに

　本稿においては、これまでモンゴル国財政史研究

の重要な基礎資料となっていたマイスキーの統計を

モンゴル国の档案史料により検証した。その結果、

具体的な数字についてはかなりの異同があるもの

の、国家歳入に占める関税の割合の高さや関税収入

が確実に増加していたことなどの大まかな傾向は、

マイスキーの記述と一致していることが確認でき

た。また、本稿では関税収入のみに着目し、支出に

ついては言及しなかったが、マイスキーは支出につ

いても具体的な数字を挙げている。それによれば、

モンゴル国中央政府の支出において軍事費の占める

割合が比較的高いことを示しているが、事実、財務

省の収支報告においても軍事費は支出の中で常に大

きな割合を占めている。このことから、推測の域を

出ないが、マイスキーはモンゴル、あるいはロシア

において何らかの公的な資料に接することができた

のであろう。

　今回の考察からは、新生モンゴル国の財政はロシ

アからの借款に依存しつつも、共戴 4（1914）年後

半期を除いては黒字となっており、共戴 7（1917）

年以降は借款なしでも余剰金が生じていたことが明

らかになった。これは、マイスキーの統計では、

1918/1919年度になってようやく達成される財政状

況である。モンゴル国の財政においてロシアの借款、

ロシアの財政顧問の果たした役割を否定するもので

はないが、概してマイスキーの記述はロシアの影響

力の大きさを物語るようになされているために注意

が必要である。

　関税収入が増加していった要因として、本稿では

関税規則が整備されていったことをその一つとして

指摘したが、交易量そのものが実際にどのように変

遷したかについては今のところ明らかにできていな

い。交易量が増加していれば、関税収入も当然にし

て増加していたはずである。また、中国商人が滞在

しているにも関わらず関税を送り届けてこない旗の

存在も確認されており、このような旗に中央政府が

どのように対処したのかも重要な問題として残って

いる。これらは今後の課題として引き続き考察して

いきたい。

注

1　Gerard M. Friters 1949; Батсайхан 2005などが主な例と

して挙げられる。

2　本書には日本語訳（南満洲鉄道株式会社庶務部調査

課編 1927『外蒙共和国』上編・下編、大阪毎日新聞

社）やモンゴル語訳（И.Майский 2001, Орчин үеийн 

Монгол. Автономит Монгол XX зууны гараан дээр） が

ある。

3　例えば、Лонжид 2000など。

4　この収支予算によると、1915年の関税収入は 500,000

両、1916年の関税収入は 600,000両、あるいは 857,143

両とされている（Батсайхан (ed.) 2010: 288-291）。1916

年については、元の予算がルーブル建てで作成されて

おり、1,200,000ルーブルを 1両 =2ルーブルで計算し

た場合と、1両＝ 1.4ルーブルで計算した場合が併記

されたために 2つの数字が挙げられていると思われる。

5　デンデブはその著書『モンゴル国略史』（1934）にお

いて、1915年、1916年の国庫歳入、国庫歳出の総額

を そ れ ぞ れ 1,998,869 ル ー ブ ル（1915 年 歳 入 ）、

1,852,274ルーブル（1915年歳出）、6,111,625ルーブル

（1916年歳入）、6,109,530ルーブル（1916年歳出）と

している（Дэндэв 2006: 141）が、この数字は注 4に挙

げたナムナンスレンが認可した 1916年の収支予算内

の数字と一致している。もともと、注 4に引用した史

料集は、デンデブがまとめた史料をバトサイハンが出

版したものであるため、彼がこの史料を引用したのは

想像に難くない。ただし、この場合、通貨単位はルー

ブルではなく両であるべきであろう。

6　保護関税とは、輸入品に関税をかけることにより国内

産業を保護するためのものであり、財政関税とは、税

収の確保そのものを目的するものである。

7　関税に関する具体的な条文やその改定経緯などについ

ては、橘 2020: 66-76を参照。

8　この他、チベット人も当時は免税とされていた。詳細

は、橘 2018を参照。

9　当時中国各地で徴収されていた国内関税の一種。もと
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は従価 100分の 1（＝ 1釐）が課税されたことから「釐

金」と呼ばれた。

10　マイスキーの履歴については、Кульганек 2015などを

参照した。

11　寺山恭輔氏は『現代モンゴル』の改訂版は刊行されな

かったとする（寺山恭輔 2017: 168）が、改訂版である
Монголия накануне революцииは 1959年にモスクワで

刊行されている。

12　Новый Восток誌の創刊号には、この書に含まれなか

った資料が掲載されている。

13　銀両はいわゆる秤量貨幣であり、一両にはいくつかの

重さがあるが、モンゴルで利用されていたのは庫平両

であった。ただし、一元が庫平 0.72両の光緒元宝（龍

銀）は、モンゴルでは 0.5両で換算されていたという

（Цэрэндорж 1961: 26）。この時代の中国における銀両

については、宮下 1990に詳しい。

14　ここで指摘した計算間違い、記載ミスについては、筆

者の史料誤読である可能性は排除できない。

15　本税規則の詳細については、橘 2020: 68-69を参照。

16　マイスキーの他の統計同様、1913/14年度～ 1915/16年

度は 1両＝ 1.4ルーブル、1916/17年度、1917/18年度

は 1両＝ 2ルーブルで換算した。

17　内務大臣のダー・ラマ・ツェレンチメッドはロシアの

財政顧問を不必要と考えていたが、どうしても雇うな

らばモンゴルの言語や習慣をよく知っているコトヴィ

ッチが望ましいと考えていた（Болдбаатар 1997: 45）。

概して、コトヴィッチはモンゴルの独立運動に好意的

であった。

18　コージンはペテルブルク大学の東洋言語学部において

漢蒙満語を学び、内務省でカルムィク問題を担当して

いたという（Цэнджав 2014: 39）。

19　本契約書のモンゴル語全文は、Очир & Пүрвээ 1982: 

199-201を参照。
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